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社会福祉法人 精華町社会福祉協議会 

令和６年度 事業計画 
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Ⅰ 社会福祉を取り巻く環境と社会福祉協議会           

 

精華町社会福祉協議会では、「地域で共に助けあい 支えあうまちづくり」を基本

理念に掲げて、地域に密着した福祉事業・福祉活動に取り組むとともに、役職員が

一丸となって、地域住民や民生児童委員、地区福祉推進委員、社会福祉施設、専門

機関、ボランティア、NPO 団体、事業者、行政などと協働しながら、深刻な生活

課題や社会的孤立などの地域の課題に向き合い、「地域共生社会」の実現に向けて

これまでの活動をより強く推進する必要があります。 

 

高齢化や人口減少が進行する中、福祉ニーズは多様化・複雑化してきており、公

的制度だけでは解決できない福祉課題に対しては、地域で実践されている福祉活動

とボランティア活動などを活用するとともに、柔軟な発想と柔軟な対応によってこ

れまでになかった新しい支援の取り組みを創り出すことが求められています。 

 

一方、地域で実践されている福祉活動やボランティア活動に関しては、新型コロ

ナウイルスが及ぼした影響は大きく、福祉活動・ボランティア活動のリーダー育成

並びに担い手の確保はさらに困難な状況となっています。地域福祉を推進する中核

団体である社会福祉協議会として、地域住民と共に今後の活動の在り方を考える段

階を迎えています。 

 

また、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた方々に対しては、生活福祉資

金特例貸付を活用しながら支援してきましたが、令和５年から順次、償還（返済）

が始まっています。本会では、生活福祉資金特例貸付の償還支援業務及び生活支援

業務を実施するために、補助金を活用して令和５年９月から「温ったか京都・寄り

添いワーカー」を配置し、アウトリーチを実践しながら対象世帯が地域から孤立し

ないよう総合的な視点で支援しています。生活困窮世帯の支援については、自立相

談支援機関や関係機関との連携・協力が不可欠となっていますが、生活困窮世帯の

中には複合的課題のある世帯も見受けられるため、従来から配置している絆ネット

コーディネーターを含め本会内部の連携・協力についても意識をさらに高めていく

必要があります。 

 

 これらの社会福祉事業を実施するためには、専門職の確保が必須となりますが、

人材不足は深刻な社会問題となっています。専門職全般にわたって採用は困難な状

況となっていますが、特にホームヘルパーの採用は困難を極めていることから、今

後は本会において介護職員初任者研修を実施できるよう環境を整備し、地域の介護

事業所並びに本会介護事業所の雇用に結びつけられるよう準備を進めます。 
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Ⅱ 基本方針                           

 

基本方針１ 住民が主役の地域福祉活動を支えていきます 

 高齢化や人口減少が進行する中、福祉ニーズは多様化・複雑化してきており、地

域の実状に応じたサービス提供体制の整備や人材確保、複合的な課題に対して分野

横断的な対応が必要になってきています。 

 公的制度だけでは解決できない福祉課題については、地域で展開されている小地

域福祉委員会・ふれあいサロン・見守り活動・助けあい活動などの地域福祉活動と

ボランティア活動を組み合わせながら、住民が安心して暮らし続けられる仕組みづ

くりを推進します。 

住民ニーズが高い外出時の送迎などの活動は、共同募金配分金を活用して地域の

中で支えあう体制を構築するとともに、実施地域が拡大されるよう積極的に働きか

けていきます。 

また、日ごろからの見守り活動や助けあい活動は、災害発生時にも役立つため、

災害時活動の視点を含めて地域福祉活動を推進します。 

  

基本方針２ 暮らしづらさを抱える住民に寄り添って地域生活を支えます 

 本会は、地域福祉を推進する法的に位置づけられた団体であるとともに、介護保

険事業などのサービス提供事業者でもあります。地域組織やボランティア、ＮＰＯ

などのインフォーマルな活動を支援するとともに、デイサービスセンターをもつ事

業者としてフォーマルサービスを提供しています。 

 経済的困窮や引きこもり、虐待、認知症、不登校、離職、育児、８０５０問題、

ダブルケアなどの要因によって、生きづらさ・暮らしづらさを抱える人が増加し、

今もなお新型コロナウイルスの影響で収入が減少・職を失うなど、社会的孤立が大

きな社会問題として取り上げられています。安心して暮らせる地域共生社会を実現

していくために、絆ネットコーディネーターにアウトリーチで支援する「温ったか

京都・寄り添いワーカー」が加わり、これらの課題を受け止め、介護事業所を含め

た多機関連携を強化し、相談支援体制（絆ネットワーク）づくりを進めます。 

加えて、改正社会福祉法に基づき、重層的支援体制整備事業が創設され、精華町

では移行準備が進められているため、これまでの社協活動の実績を踏まえつつ、包

括的な支援体制づくりに積極的に参画します。 

 

基本方針３ 時代の変化に柔軟に対応できる組織をめざします 

 社会福祉法が改正され、社会福祉法人は、その公益性・非営利性を高め、本来の

使命を果たし、住民に対する説明責任を果たすことが求められています。 

また、福祉ニーズの複雑化、多様化、地域社会の共同体としての脆弱化などの変

化に対応していくため、従来の高齢者、障がい者、子育てといった枠組みを超え、
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横断的、包括的に福祉サービスを提供することが求められています。専門職の確保、

資質の向上等とあわせて引き続き事業実施体制の強化・連携を図ります。 

昨年度策定した大規模災害等に対応する事業継続計画（BCP）などに基づき、必

要な福祉サービスを安定的・継続的に提供できるよう訓練や研修に取り組みます。 

 

Ⅲ セクション別重点目標                     

 

１．経営体制の強化、安定を目ざします 

【法人運営室】 

少子高齢化や人口減少、介護等福祉サービスの担い手不足が見られる中、複雑

化・多様化する福祉ニーズの対応や、災害等非常時の事業継続の確保などが求めら

れ、本会を取り巻く状況は増々厳しいものとなっています。また、財源となる助成

金や会費などの確保も年々困難になってきています。 

このような中で、本会自ら継続的かつ安定したサービスを提供するために、職員

は事業について課題の把握、対策など協議し、地域住民に必要とされる組織として

必要な情報を広報誌や SNS等で発信していきます。 

令和６年度は、ホームページ新設や公式 LINEアカウント取得を計画に位置づけ、

昨年度導入した社協総合システムを有効活用することにより、組織内の業務の効率

化、職員の事務負担軽減、情報発信力の強化を目ざします。 

 

２．生きづらさ・暮らしづらさを抱えた人に対する相談支援体制の強化を目ざしま

す 

【地域福祉課 地域支援係】 

生きづらさ・暮らしづらさを抱える人が増加する中、社会的孤立が大きな社会問

題となっています。誰もが住み慣れた地域で人としての尊厳を保ちながら、安心し

ていきいきとした生活を送るためには、福祉や生活課題の分野を問わず「丸ごと」

支援できる相談支援体制が必要です。 

本会が実施する各種相談事業や絆ネット構築支援事業などでは、多機関との連携

を強化し、対象分野に捉われない重層的・包括的な支援体制づくりを目ざします。 

 令和５年度からは、生活福祉資金特例貸付の償還支援業務及び生活支援業務を実

施するために「温ったか京都・寄り添いワーカー」が配置されています。借受世帯

の中には、複合的な課題を抱えている世帯もあるため、アウトリーチを実践しなが

らその世帯が地域から孤立しないよう総合的な視点で支援し、借受世帯以外の生活

困窮世帯に対しても自立相談支援機関や関係機関と連携・協力しながら、生活再建

に向けた柔軟な対応を心がけます。 

 また、生活課題に関する住民アンケートでは「通院や買い物の移動手段に困って

いる」という回答が最多であったため、この生活課題を解消するために令和６年１
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月から地域送迎専用車両を導入しています。住民の生活課題の解消と住民同士の助

けあい活動の拡充を目ざして、地域送迎専用車両が積極的に活用されるよう周知広

報を強化します。 

 

３．地域包括ケアシステムの強化に取り組みます 

                 【地域福祉課 南部地域包括支援センター】 

 少子高齢化、独居及び高齢者世帯や認知症高齢者の増加が進む中で、配慮が必要

な人を支える家族機能の低下、地域の相互扶助の弱体化がニーズの多様化・複雑化

につながってきています。 

 誰もが住み慣れた地域で安心してその人らしく暮らし続けるためには、どのよう

な支援が必要か分析し、介護保険サービスのみならず医療・保健・福祉・住民主体

の取り組みなどの多様な社会資源を把握し、包括的及び継続的に支援する仕組みが

必要です。 

 近年増加傾向である支援困難事例については、自己責任・家族問題で終わらせる

のではなく、専門職と地域の支援者がともに協力・連携しながら解決を目ざす必要

があるため、令和６年度は地域ケア会議積極的に開催します。 

また、総合相談から個別課題の抽出を積み重ね、生活支援コーディネーターや絆

ネットコーディネーターと協働するなど、個別ケースの課題分析を積み重ねること

で地域課題を浮き彫りにし、政策への提案につなげていきます。 

高齢などにより要支援等の認定を受けてもサービスを受ける側になるのではな

く、持ちうる能力を生かして役割を担えるよう、当事者、関係団体等と連携を図り

新たな活動の場をもてるよう働きかけていきます。 

 

４．個別支援から地域支援につなぐ視点を意識して、利用者一人ひとりに寄り添う

支援を目ざします 

【在宅介護課 居宅介護支援係】 

 地域で安心して生活するために、個別支援から地域支援につなぐ視点を意識しま

す。住み慣れた自宅でその人らしい生き方やいつまでも社会参加・身体機能維持が

できるよう、多様なサービス（インフォーマルサービス含む）が包括的に提供され

るようなケアプランを作成します。 

ケアマネジャーの業務の性格上、利用者を個々に担当していることから、職員同

士が相談しやすい環境づくりの一環として、定期的に担当する利用者のケアプラン

を用いてケアプラン点検及び事例検討を行います。 

また、多様なサービスの提供や介護相談時の情報提供を行うことを目的に、地域 

資源の発掘を行うほか、介護が必要になった高齢者等の介護相談を充実させるため

に、出前講座などの地域公益活動や広報活動を通じて相談窓口の周知や啓発を行い、

専門職が有する知識を地域に還元できるように取り組んでいきます。 
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 令和６年度は介護報酬改定の年であり、その動向に注視していきます。 

 

５．住み慣れた地域や自宅でその人らしく日常生活が送れるよう支援します 

【在宅介護課 訪問介護係】 

要支援者や要介護者、認知症高齢者、障がい者及び妊産婦が住み慣れた地域や自

宅で暮らしていけるよう、経験豊富なホームヘルパーが支援し、利用者や家族の想

いに寄り添ったサービスを提供します。 

質の高いサービス提供を維持するためには、利用者の身体状態や想いを理解する

ことが重要です。職員の研修に対する意識づけを行うとともに、新たな介護職員の

人材づくりのための体制整備を意識し、研修受講の機会を設けます。 

介護職不足についても、常に情報発信を意識し、サービス供給が滞らないようホ

ームヘルパーの魅力を広報誌や SNS等で発信していきます。 

 

６．利用者の自立支援に向けて必要な介護サービスを充実させます 

                      【通所介護課 通所介護係】 

 利用者やその家族の生活を継続する上で必要な介護サービスを提供するために、

通常規模型通所介護・認知症対応型通所介護（ほっとぴあ）・介護予防通所介護相

当サービス・おたっしゃ倶楽部を運営します。 

通常規模型通所介護・認知症対応型通所介護（ほっとぴあ）・介護予防通所介護

相当サービス事業においては、利用者数の減少により、事業運営は厳しい状況が続

いています。令和６年度介護報酬改定に伴う加算取得を行うことで安定した事業収

入の確保に努めます。また、出前講座などの地域公益活動等を通じて、事業の周知

広報に取り組みます。 

通常規模型通所介護事業では、利用者の自立支援を目ざし、機能訓練を充実させ

る等の個別性の高いサービス提供に努めます。 

認知症対応型通所介護（ほっとぴあ）では、少人数制の利点を活かし、認知症状

に応じた個別対応を目ざします。また、地域住民や介護者家族向けの講座を開催し、

認知症に対する正しい知識と理解の普及に努めます。 

令和６年度は、介護サービス第三者評価を受診することで、当事業所の強みと弱

みを把握し、今後のサービスの質の向上につなげます。 

 

 

Ⅳ 事業活動計画                         

 

１．法人運営室 

（１）法人の運営に関する事務 8,564 千円 

  ①正副会長会議（三役会議）の開催（毎月） 
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  ②理事会・評議員会の開催（必要時） 

  ③監事による監査の実施（５月） 

  ④評議員選任・解任委員会の開催（必要時） 

  ⑤評議員選任・解任委員会の改選事務（６月改選） 

  ⑥給与事務 

  ⑦労務管理・福利厚生事務 

  ⑧人事にかかる事務 

  ⑨予算案編成・決算案調整 

  ⑩会計業務 

  ⑪労働安全衛生に関する事務 

  ⑫役員研修の実施 

⑬顧問弁護士契約 

（２）情報発信及び事業の透明性、公開性を高めるための業務の推進 1,302 千円 

  ①せいか社協だよりの発行 

  ②ホームページ（WEBサイト）の新設《新規》 

現行のホームページ作成から１５年以上が経過し、最近ではスマートフォ

ンからの閲覧が増加しているが、現在の本会ホームページはスマートフォン

対応ではなく、また、現在契約しているサーバーでは表示画面に不具合が生

じているため、新たにホームページ（WEBサイト）を作成する。 

  ③ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の活用 

   ・公式ＬＩＮＥアカウントの取得《新規》 

    LINE 公式アカウントは到達率と開封率が高いだけでなく、アプリのよう

にプッシュ通知でメッセージの受信をお知らせできるという特徴とともに、

ユーザーが開きたいタイミングでメッセージを確認するのではなく、本会が

配信したタイミングでメッセージを見てもらえる可能性が高いため、メール

よりも早いタイミングでメッセージを読んでもらえるというメリットが考

えられる。また、本年秋には郵便料金の見直し（値上げ）が予定されている

ことから、イベント情報などのお知らせについては LINE などの SNS を積極

的に活用し、広報力の強化と通信費削減を目ざす。 

 ④情報公開・個人情報の保護に関する業務 

  ⑤福祉サービス苦情解決事業の実施 

（３）施設及び固定資産管理業務 10,250 千円 

  ①デイサービスセンター保守点検管理業務 

  ②職員駐車場管理業務 

③各種基金及び積立金の造成管理  

（４）地域福祉活動計画進捗管理業務 82 千円 

（５）職員資格取得促進事業 250 千円 
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（６）ふれあいサポート事業の実施 1,848 千円 

（７）配食サービス事業の実施〈受託事業〉 6,677 千円 

（８）紙おむつ等給付事業の実施〈受託事業〉 5,067 千円 

（９）外出支援サービス事業の実施〈受託事業〉 1,185 千円 

（10）障害者移送サービス事業の実施〈受託事業〉32 千円 

（11）ファミリーサポート事業の実施〈受託事業〉 4,251 千円 

（12）日常生活用具等貸出事業の実施  

（13）地域福祉センターかしのき苑運営管理支援業務〈受託事業〉3,618 千円 

（14）ひとりぐらし老人の会事務局の運営 

（15）共同募金委員会事務局の運営 

（16）各種イベントへの参加・協力 

①障害児者ふれあいのつどい 

②けいはんなふれあいコンサート 

 

２．地域福祉課 地域支援係 

（１）会員増強運動の実施 536 千円 

  ①会員増強計画の作成 

  ②普通会員・賛助会員・法人会員の募集 

  ③各自治会への協力金の助成 

（２）地域福祉活動の推進 1,225 千円 

  ①小地域福祉委員会（２１か所）活動支援業務 

  ②地区福祉推進委員等研修会の開催 

   ・①②を対象とした説明会・研修会の開催 

   ・小学校区圏域の校区連絡会の開催 

③地域福祉活動ライブラリーの充実 

④高齢者ふれあいサロンへの活動支援 

⑤子育てサロンへの活動支援 

  ⑥小・中・高等学校における福祉体験学習への支援と福祉教育の推進 

⑦障がい者サロンへの活動支援 

⑧テレフォンサービス事業の実施 

⑨地域ひとつなぎ事業の実施 

（３）ボランティア活動の推進 800 千円 

  ①ボランティアセンター運営委員会の開催 

②ボランティア登録及び需給調整に関する業務 

  ③ボランティア保険等に関する業務 

④ボランティアセンター登録グループ活動助成金に関する業務 

⑤ボランティアセンターの周知広報・ニーズ把握の強化 
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（４）地域児童福祉活動助成事業の実施 360 千円 

（５）生活福祉資金貸付事業等事務〈受託事業〉 10,087 千円 

①本則 

  ②特例貸付フォローアップ相談・支援の実施 

（６）福祉サービス利用援助事業の実施〈受託事業〉3,333 千円 

（７）成年後見支援センターの設置〈受託事業〉5,066 千円 

（８）第２層生活支援コーディネーターの設置〈受託事業〉 2,278 千円 

（９）住民の権利を守るための相談事業の実施 410 千円 

  ①弁護士による無料法律相談の実施 

  ②司法書士による無料法律相談の実施（山城南地区社協） 

  ③社協ふくし＆相続相談の実施 

（10）共同募金配分事業の実施  1,157 千円 

（11）災害ボランティアセンター事務局の運営 60 千円 

  ①企業・団体等との関係づくり 

（12）地域移送サービス体制基盤強化事業《重点》 429 千円 

精華町内において「地域住民による許可・登録を要しない輸送サービス」を普

及させるために、地域移送サービスの基盤強化を図る。 

具体的には、地域移送サービス専用の車いす対応型軽自動車 1台をリース契約

し、当該車両を使って町内の要援護者の通院や買い物などの外出を支援する仕組

みを構築する。 

運転者は町内の住民であり、助けあいの精神に基づいて活動していただくが、

現に地域で行われている移送サービスの場合は運転者の自家用車を用いており、

リスクを考えるためか運転者が増えないという課題に直面している。 

公共的な移送車両を導入することで運転協力者の心理的な不安と負担を軽減

するとともに、運転者増員を目ざし、ひいては地域の移送サービス体制の充実・

強化を図る。 

（13）物価高騰対策緊急生活支援事業〈受託事業〉 450 千円 

（14）各種イベントへの参加・協力 

  ①ふれあいまつり 

②せいかまちづくり塾 

③きょうと地域福祉実践交流会 

 

３．地域福祉課 南部地域包括支援センター 

（１）包括的支援事業の実施〈受託事業〉 28,043 千円 

①予防給付等に関するケアマネジメント業務 

  ②総合的な相談支援業務及び権利擁護業務 

③包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 
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④介護者家族の会等の当事者の支援 

⑤業務継続計画（BCP）の見直し 

⑥感染症対策の強化《新規》 

   感染症の予防及びまん延防止のための指針に基づき、委員会の開催や研修・

訓練を実施する。 

（２）企業の社会貢献活動の支援業務（まちの福祉サポート店事業） 88 千円 

    ①社協ふくし＆住まいの困りごと相談（名称変更） 

   “暮らしの困りごと”の名称では相談内容が分かりにくいという意見があっ

たため、「生活をする場所」を示す“住まいの困りごと”に名称を変更し、住

まいの困りごとから福祉的ニーズの把握に努める。 

  ②身近な相談窓口設置の協力 

(３) 介護者リフレッシュ事業の実施〈受託事業〉 179 千円 

 

４．在宅介護課 居宅介護支援係 

（１）居宅介護支援事業の実施  19,979 千円 

  ①ケアプラン等作成業務 

  ②要支援者ケアマネジメント業務〈受託事業〉 

③介護保険要介護認定調査の実施〈受託事業〉 

④介護相談業務の実施 

⑤ケアマネだよりの発行 

⑤業務継続計画（BCP）の見直し 

⑥感染症対策の強化《新規》 

   感染症の予防及びまん延防止のための指針に基づき、委員会の開催や研修・

訓練を実施する。 

（２）公益的取り組みの実施 29 千円 

  ①地域貢献活動の実施 

②せいか祭りへの参加 

 

５．在宅介護課 訪問介護係 

（１）訪問介護・介護予防訪問介護相当サービスの実施 38,618 千円 

①訪問介護計画の作成及び計画に基づくサービス提供 

  ②個別ケア会議の開催 

  ③ヘルパー通信の発行 

④業務継続計画（BCP）の見直し 

⑤感染症対策の強化《新規》 

   感染症の予防及びまん延防止のための指針に基づき、委員会の開催や研修・

訓練を実施する。 
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（２）障害者居宅介護事業の実施 4,572 千円 

 ①居宅介護計画の作成及び計画に基づくサービス提供 

②個別ケア会議の開催 

③業務継続計画（BCP）の見直し 

④感染症対策の強化《新規》 

   感染症の予防及びまん延防止のための指針に基づき、委員会の開催や研修・

訓練を実施する。 

（３）難病患者ホームヘルプサービス事業の実施〈受託事業〉 1 千円 

（４）訪問（自費）サービスの実施 300 千円 

（５）公益的取り組みの実施  

①地域貢献活動の実施 

（６）産前産後ヘルパー派遣事業の実施 391 千円 

 

６．通所介護課 通所介護係 

（１）通所介護・介護予防通所介護相当サービスの実施 74,080 千円 

①通所介護計画の作成及び計画に基づくサービス提供 

  ②サービス担当者会議への参加 

  ③デイサービスセンター防災訓練等の実施 

  ④広報紙（デイ通信）の発行 

  ⑤個別機能訓練の実施 

⑥業務継続計画（BCP）の見直し 

⑦感染症対策の強化《新規》 

   感染症の予防及びまん延防止のための指針に基づき、委員会の開催や研修・

訓練を実施する。 

⑧口腔機能向上加算の算定《新規》 

   口腔機能が低下している利用者またはそのおそれのある利用者に対して、口

腔機能の向上を目的として、個別的に口腔清掃の指導や摂食・嚥下機能に関す

る訓練の指導を行うことで利用者の心身の維持・向上に努める。 

（２）認知症要介護者・要支援者への通所介護事業（ほっとぴあ）の実施 

 38,009 千円 

  ①（予防）通所介護計画の作成及び計画に基づくサービス提供 

  ②サービス担当者会議への参加 

  ③デイサービスセンター防災訓練等の実施 

  ④広報紙（デイ通信）の発行 

  ⑤ほっとぴあ運営推進会議の開催 

  ⑥認知症に関する講座の開催 

⑦業務継続計画（BCP）の見直し 
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⑧感染症対策の強化《新規》 

   感染症の予防及びまん延防止のための指針に基づき、委員会の開催や研修・

訓練を実施する。 

⑨口腔機能向上加算の算定《新規》 

   口腔機能が低下している利用者またはそのおそれのある利用者に対して、口

腔機能の向上を目的として、個別的に口腔清掃の指導や摂食・嚥下機能に関す

る訓練の指導を行うことで利用者の心身の維持・向上に努める。 

（３）通所型サービスＡ「おたっしゃ倶楽部」の実施 5,310 千円 

①業務継続計画（BCP）の見直し 

②感染症対策の強化《新規》 

   感染症の予防及びまん延防止のための指針に基づき、委員会の開催や研修・

訓練を実施する。 

③昼食自炊化の実施《新規》 

   通常規模型並びに認知症対応型通所介護事業では、デイサービスセンター内

の配膳室において自炊化による昼食提供を行っている。今までは、外注の弁当

での提供であったが、おたっしゃ倶楽部においても同様に自炊化による昼食提

供を行うことで、利用者に満足いただける栄養バランスに配慮した温かい食事

の提供を目ざす。 

（４）公益的取り組みの実施  

①地域貢献活動の実施 

②家族交流会の実施 

（５）災害時福祉避難所設置運営訓練の実施 307 千円 

（６）第三者評価事業の受診《３年ごと》  187 千円 

  介護保険事業所については３年に１度の受診が推奨されているため、令和６年

度は通所介護事業所が受診する。 

 

７．チーム運営 

（１）職員研修の実施 100 千円 

（２）社協職員による出張セミナーの実施 

（３）マスコットキャラクター「どんちゃん」の派遣 

（４）絆ネット構築支援事業の実施〈受託事業〉【重点】 5,180 千円 

  ①絆ネットコーディネーターの設置 

②相談体制・ネットワーク作り 

  ③社協内部の連携強化（横断的チームの組織化） 

（５）せいか社協フェスタ（社会福祉大会）の開催《５年ごと》 896 千円 

 

注）各事業の後に記載されている数字は予算規模です。事業の性質により重複して計上される
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ことがあるため、予算書の数値と完全に一致しません。 

注）精華町社協では基本的に「障がい者」という表記を用いていますが、法律名または規則名

の場合は原文通り「障害者」と表記しています。 


